
１０６ 

 (7)おいらせ町町税条例等の一部を改正する条例（平成３０年おいらせ町条例第２０

号） 新旧対照表（抜粋） （附則第１１条関係） 

改 正 後 現 行 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 第２条中おいらせ町町税条例第９４条第

３項の改正規定 令和元年１０月１日 

 (5) 第１条中おいらせ町町税条例第２３条第

１項及び第３項並びに第４８条第１項の改

正規定並びに同条に８項を加える改正規定

並びに次条第４項の規定 令和２年４月１

日 

 (6) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規

定 令和２年１０月１日 

 (7) 第１条中おいらせ町町税条例第２４条第

１項第２号の改正規定、同条第２項の改正規

定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並び

に同条例第３４条の２及び第３４条の６の

改正規定並びに同条例附則第５条の改正規

定並びに次条第２項の規定 令和３年１月

１日 

 (8) 第４条並びに附則第１０条及び第１１条

の規定 令和３年１０月１日 

 (9) 第５条の規定 令和４年１０月１日 

 (10) 略 

 （町民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の

おいらせ町町税条例の規定中個人の町民税に関

する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の

町民税について適用し、平成３０年度分までの

個人の町民税については、なお従前の例による。 

 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の町税

条例の規定中個人の町民税に関する部分は、令

和３年度以後の年度分の個人の町民税について

適用し、令和２年度分までの個人の町民税につ

いては、なお従前の例による。 

３、４ 略 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 第２条中おいらせ町町税条例第９４条第

３項の改正規定 平成３１年１０月１日 

 (5) 第１条中おいらせ町町税条例第２３条第

１項及び第３項並びに第４８条第１項の改

正規定並びに同条に８項を加える改正規定

並びに次条第４項の規定 平成３２年４月

１日 

 (6) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規

定 平成３２年１０月１日 

 (7) 第１条中おいらせ町町税条例第２４条第

１項第２号の改正規定、同条第２項の改正規

定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並び

に同条例第３４条の２及び第３４条の６の

改正規定並びに同条例附則第５条の改正規

定並びに次条第２項の規定 平成３３年１

月１日 

 (8) 第４条並びに附則第１０条及び第１１条

の規定 平成３３年１０月１日 

 (9) 第５条の規定 平成３４年１０月１日 

 (10) 略 

 （町民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の

おいらせ町町税条例の規定中個人の町民税に関

する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人

の町民税について適用し、平成３０年度分まで

の個人の町民税については、なお従前の例によ

る。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の町税

条例の規定中個人の町民税に関する部分は、平

成３３年度以後の年度分の個人の町民税につい

て適用し、平成３２年度分までの個人の町民税

については、なお従前の例による。 

３～４ 略 



１０７ 

改 正 後 現 行 

 

 （手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措

置） 

第７条 平成３０年１０月１日から令和元年９月

３０日までの間における前条第４項の規定の適

用については、同項の表第１９条第３号の項中

「第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１

項」とあるのは、「第９８条第１項」とする。 

 

 （手持品課税に係る町たばこ税） 

第９条 令和２年１０月１日前に売渡し等が行わ

れた製造たばこを同日に販売のため所持する卸

売販売業者等又は小売販売業者がある場合にお

いて、これらの者が所得税法等改正法附則第５

１条第９項の規定により製造たばこの製造者と

して当該製造たばこを同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同

項の規定によりたばこ税を課されることとなる

ときは、これらの者が卸売販売業者等として当

該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等で

ある場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、

これらの者が小売販売業者である場合には町の

区域内に所在する当該製造たばこを直接管理す

る営業所において所持されるものに限る。）を

同日に小売販売業者に売り渡したものとみなし

て、町たばこ税を課する。この場合における町

たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる製造たばこの本数とし、当該町たば

こ税の税率は、１，０００本につき４３０円と

する。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場

所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法

施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総

務省令第２５号。附則第１１条第２項において

「平成３０年改正規則」という。）別記第２号

様式による申告書を令和２年１１月２日までに

町長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令

和３年３月３１日までに、その申告に係る税金

を施行規則第３４号の２の５様式による納付書

によって納付しなければならない。 

 

 （手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措

置） 

第７条 平成３０年１０月１日から平成３１年９

月３０日までの間における前条第４項の規定の

適用については、同項の表第１９条第３号の項

中「第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１

項」とあるのは、「第９８条第１項」とする。 

 

 （手持品課税に係る町たばこ税） 

第９条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行

われた製造たばこを同日に販売のため所持する

卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等改正法附則第

５１条第９項の規定により製造たばこの製造者

として当該製造たばこを同日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものとみなして

同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者等として

当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等

である場合には町の区域内に所在する貯蔵場

所、これらの者が小売販売業者である場合には

町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、町たばこ税を課する。この場合に

おける町たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当

該町たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場

所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法

施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総

務省令第２５号。附則第１１条第２項において

「平成３０年改正規則」という。）別記第２号

様式による申告書を平成３２年１１月２日まで

に町長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平

成３３年３月３１日までに、その申告に係る税

金を施行規則第３４号の２の５様式による納付

書によって納付しなければならない。 



１０８ 

改 正 後 現 行 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合

には、前３項に規定するもののほか、第３条の規

定による改正後の町税条例（以下この項及び次

項において「２年新条例」という。）第１９条、

第９８条第４項及び第５項、第１００条の２並

びに第１０１条の規定を適用する。この場合に

おいて、次の表の左欄に掲げる２年新条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

略 

５ ２年新条例第９９条の規定は、販売契約の解

除その他やむを得ない理由により、町の区域内

に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した

製造たばこのうち、第１項の規定により町たば

こ税を課された、又は課されるべきものの返還

を受けた卸売販売業者等について準用する。こ

の場合において、当該卸売販売業者等は、施行規

則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定に

より、これらの規定に規定する申告書に添付す

べき施行規則第１６号の５様式による書類中

「返還の理由及びその他参考となるべき事項」

欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造

たばこについて第１項の規定により町たばこ税

が課された、又は課されるべきであった旨を証

するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る

製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同

様式による書類をこれらの申告書に添付しなけ

ればならない。 

 

 （手持品課税に係る町たばこ税） 

第１１条 令和３年１０月１日前に売渡し等が行

われた製造たばこを同日に販売のため所持する

卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等改正法附則第

５１条第１１項の規定により製造たばこの製造

者として当該製造たばこを同日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることと

なるときは、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者

等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合

には、前３項に規定するもののほか、第３条の規

定による改正後の町税条例（以下この項及び次

項において「３２年新条例」という。）第１９条、

第９８条第４項及び第５項、第１００条の２並

びに第１０１条の規定を適用する。この場合に

おいて、次の表の左欄に掲げる３２年新条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

５ ３２年新条例第９９条の規定は、販売契約の

解除その他やむを得ない理由により、町の区域

内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡し

た製造たばこのうち、第１項の規定により町た

ばこ税を課された、又は課されるべきものの返

還を受けた卸売販売業者等について準用する。

この場合において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定

により、これらの規定に規定する申告書に添付

すべき施行規則第１６号の５様式による書類中

「返還の理由及びその他参考となるべき事項」

欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造

たばこについて第１項の規定により町たばこ税

が課された、又は課されるべきであった旨を証

するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る

製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同

様式による書類をこれらの申告書に添付しなけ

ればならない。 

 

 （手持品課税に係る町たばこ税） 

第１１条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が

行われた製造たばこを同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改正法附則

第５１条第１１項の規定により製造たばこの製

造者として当該製造たばこを同日にこれらの者

の製造たばこの製造場から移出したものとみな

して同項の規定によりたばこ税を課されること

となるときは、これらの者が卸売販売業者等と

して当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業

者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵
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所、これらの者が小売販売業者である場合には

町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、町たばこ税を課する。この場合に

おける町たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当

該町たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場

所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成３０

年改正規則別記第２号様式による申告書を令和

３年１１月１日までに町長に提出しなければな

らない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令

和４年３月３１日までに、その申告に係る税金

を施行規則第３４号の２の５様式による納付書

によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合

には、前３項に規定するもののほか、第４条の規

定による改正後のおいらせ町町税条例（以下こ

の項及び次項において「３年新条例」という。）

第１９条、第９８条第４項及び第５項、第１００

条の２並びに第１０１条の規定を適用する。こ

の場合において、次の表の左欄に掲げる３年新

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

５ ３年新条例第９９条の規定は、販売契約の解

除その他やむを得ない理由により、町の区域内

に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した

製造たばこのうち、第１項の規定により町たば

こ税を課された、又は課されるべきものの返還

を受けた卸売販売業者等について準用する。こ

の場合において、当該卸売販売業者等は、施行規

則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定に

より、これらの規定に規定する申告書に添付す

べき施行規則第１６号の５様式による書類中

「返還の理由及びその他参考となるべき事項」

欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造

たばこについて第１項の規定により町たばこ税

場所、これらの者が小売販売業者である場合に

は町の区域内に所在する当該製造たばこを直接

管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、町たばこ税を課する。この場合に

おける町たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当

該町たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場

所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成３０

年改正規則別記第２号様式による申告書を平成

３３年１１月１日までに町長に提出しなければ

ならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平

成３４年３月３１日までに、その申告に係る税

金を施行規則第３４号の２の５様式による納付

書によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合

には、前３項に規定するもののほか、第４条の規

定による改正後のおいらせ町町税条例（以下こ

の項及び次項において「３３年新条例」という。）

第１９条、第９８条第４項及び第５項、第１００

条の２並びに第１０１条の規定を適用する。こ

の場合において、次の表の左欄に掲げる３３年

新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

５ ３３年新条例第９９条の規定は、販売契約の

解除その他やむを得ない理由により、町の区域

内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡し

た製造たばこのうち、第１項の規定により町た

ばこ税を課された、又は課されるべきものの返

還を受けた卸売販売業者等について準用する。

この場合において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定

により、これらの規定に規定する申告書に添付

すべき施行規則第１６号の５様式による書類中

「返還の理由及びその他参考となるべき事項」

欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造

たばこについて第１項の規定により町たばこ税
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が課された、又は課されるべきであった旨を証

するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る

製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同

様式による書類をこれらの申告書に添付しなけ

ればならない。 

が課された、又は課されるべきであった旨を証

するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る

製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同

様式による書類をこれらの申告書に添付しなけ

ればならない。 

 

  


